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【業務の流れ】 

 

 

 

 

 

 

＊所管行政庁で登録住宅性能評価機関（以下、「評価機関」）の技術的審査を活用すること

としている場合には、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、

事前に評価機関の技術的審査を受けることができます。 

   ＊評価機関の技術的審査を受けて、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしてい

ただきます。 

   ＊評価機関は、各所管行政庁が定めた認定基準の区分について技術的審査を行います。し

たがって、適合証は当該認定基準の区分について適合していることを証明するものです。 

 

 

（住宅性能評価・表示協会「技術的審査業務規程・技術的審査の手引き」より） 

ご依頼者様 ハウスプラス ご依頼者様 所管行政庁

技術的審査
の依頼 適合証交付 認定申請

認定通知書
の交付

ご依頼者様 ハウスプラス ご依頼者様 所管行政庁

技術的審査
の依頼 適合証交付 認定申請

認定通知書
の交付



ハウスプラス住宅保証株式会社 

 2

＜ 依 頼 図 書 の 流 れ（一般の流れ） ＞

※ Ｂは一面のみ
　 住所等の情報はＡから読みとる

副

Ｂ ＋ Ａ Ｃ＋

正

C：

A：

適　合　証

添 付 図 書

認定申請書

副

C：

A：

適合証(写)

添付図書（写）

認定申請書

＋
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Ｂ：

A：

添 付 図 書

技術的審査依頼書

認定申請書 ‥‥‥

‥‥‥

‥ ２部

副

Ｂ ＋ Ａ Ｃ＋

正

Ｂ ＋ Ａ Ｃ＋

（評価機関　保存）

＋ 適 合 証

適合証(写)Ａ ＋ C ＋

副正

適  合  証Ａ ＋ C ＋

（所管行政庁　保存）

＋

副

適合証(写)Ａ C ＋
＋ 認定通知書

技術的審査依頼

適合証交付

認定申請

認定通知書交付

依 頼 者

依 頼 者

審査
依頼

評価機関

技術的
審査

受領

依 頼 者

認定
申請

所管行政庁

受領

依　頼　者

受領

※副を準備する

２部

２部

※所管行政庁に認
定申請する際は、
添付図書（評価機
関が技術的審査を
終了した旨が確認
できる押印された
もの）の写しが必
要になります。

適合証に記載された認定基準の区分以外の区分についての記載図書
が必要になる場合があるので、その場合は、正・副添付必要です。

 
 

（住宅性能評価・表示協会「技術的審査業務規程・技術的審査の手引き」より） 
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＜ 依 頼 図 書 の 流 れ （設計評価と同時に依頼する場合）＞

※ Ｂは一面のみ
　 住所等の情報はＡから読みとる

＋ 認定通知書

技術的審査依頼

B：

A：

技術的審査依頼書

認定申請書 ‥‥‥ 2部

2部

D： 設計評価申請書＋図書 2部

E： 情報図書 ‥‥‥ 2部

‥

‥‥‥

依 頼 者

準備

評価機関

技術的
審査

受領 ＋ 適 合 証

適合証交付

依 頼 者

認定
申請

依　頼　者

＋

依 頼 者

認定申請

受領

正 （評価機関　保存）

Ｂ ＋ Ａ D＋ E＋

副

副

Ｂ ＋ Ａ D＋ E＋

※副を準備する

正

A：

適　合　証

認定申請書

D： 設計評価申請書＋図書

E： 情報図書

所管行政庁

受領

正 （所管行政庁　保存）

適  合  証Ａ ＋ D E＋ ＋

副

適 合 証(写)Ａ ＋ D E＋ ＋

Ｂ ＋ Ａ D＋ E＋

副

適 合 証(写)Ａ ＋ D E＋ ＋

認定通知書交付

副

A：

適 合 証(写)

認定申請書

D： 設計評価申請書＋図書(写)

E： 情報図書(写)

※所管行政庁に認
定申請する際は、
添付図書（評価機
関が技術的審査を
終了した旨が確認
できる押印された
もの）の写しが必
要になります。

適合証に記載された認定基準の区分以外の区分についての記載図書が必要
になる場合があるので、その場合は、正・副添付必要です。

※ Ｄ：設計内容説明書も含みます。

※ Ｅ：評価方法基準に定める基準以外の
　　　 認定基準

（住宅性能評価・表示協会「技術的審査業務規程・技術的審査の手引き」より） 

 

 


